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平 成 ３ １ 年 度 飯 能 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

 （総 則）  

第１条 平成３１年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

⑴ 給 水 戸 数             ３６，２８０戸  

   （ 給 水 世 帯 数 ）            （３４，７５０世帯）  

⑵ 年 間 総 配 水 量          ９，８９５，３００㎥  

⑶ １ 日 平 均 配 水 量             ２７，０３６㎥  

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 

    イ  老朽管布設替事業            ３６０，１０７千円  

    ロ  配水管網整備事業            １７６，８６８千円  

    ハ  浄水施設等再構築事業          １４９，０４０千円  

    ニ  取水・浄水・配水施設等整備事業     ２７２，１５１千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

                       収         入  

 第１款  水 道 事 業 収 益        １，８６９，９６４千円  

  第１項  営 業 収 益       １，６０８，０３３千円  

  第２項  営 業 外 収 益         ２６１，６３１千円  

  第３項  特 別 利 益             ３００千円  
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                       支         出  

 第１款  水 道 事 業 費 用        １，７２５，６２０千円  

  第１項  営 業 費 用       １，６６９，４１９千円  

  第２項  営 業 外 費 用          ５２，２８１千円  

  第３項  特 別 損 失             ９２０千円  

  第４項  予 備 費           ３，０００千円  

 （資本的収入及び支出）  

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する 額 

８１１，８５７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８０，６７６千円、過年度分損益勘定留保資

金３５２，０２９千円、当年度分損益勘定留保資金３７９，１５２千円で補てんするものとする。）。  

                       収         入  

第１款 資 本 的 収 入          ４９４，２５２千円  

  第１項  企 業 債         ４００，０００千円  

第２項 負 担 金          ９４，２５２千円  

                       支         出  

 第１款  資 本 的 支 出        １，３０６，１０９千円  

  第１項  建 設 改 良 費       １，０５９，５１６千円  

  第２項  企 業 債 償 還 金         ２４６，５９３千円  

（継続費）  

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。  

款  項  事 業 名  総  額  年  度  年 割 額  

1 資本的支出  1 建設改良費  
小岩井浄水場遠方監視装置

更新事業  
302,742 千円  

平成 31 年度  151,371 千円  

平成 32 年度  151,371 千円  
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（企業債）  

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

起 債 の 目 的  限度額  起債の方法  利   率  償 還 の  方  法  

 

老朽管布設替事業  

千円  

200,000 

 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行 

 

3.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の見
直しを行った後においては、
当該見直し後の利率）  

 

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件、銀行その他の場合には
その債権者と協定するところ
による。ただし、企業財政の都
合により繰上償還し、又は低利
債に借り換えることができる。 

取水・浄水・配水施設等
整備事業  

200,000 同 上  同 上  同 上  

計  400,000    

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

⑴ 営業費用及び営業外費用の間の流用  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 ⑴  職  員 給  与 費             １９８，１５６千円  

 （他会計からの補助金）  

第９条 一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、９，０００千円である。  
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 （たな卸資産購入限度額）  

第１０条  たな卸資産の購入限度額は、１５，２８１千円と定める。  

 

                         

 


